
生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正 

する条例 

生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年７月 

生駒市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

「 「 

２６４ ３５９ ４５９ ２６６ ３６１ ４６１ 

別表中 ２４９ ３３４ ４２４ を ２５１ ３３６ ４２６ に 

２２９ ３０４ ３８４ ２３１ ３０６ ３８６ 

」 」 

改める。

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（以下 

「新条例」という｡)別表の規定は、平成１７年４月１日以後に退職した非常勤 

消防団員（次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という｡)に 

ついて適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例に 

よる。 

３ 平成１７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条 

例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消 

防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条 

例の規定による退職報償金の内払とみなす。 

○お問い合わせ先 消防総務課（電話７３－０１０８）


